
(平成２７年　４月　１日から平成２８年　３月３１日まで)

Ⅰ  法  人  の  概  況

１　設立年月日

（平成25年4月1日　公益社団法人へ移行）

２　定款に定める目的

３　公益的目的事業

（１）　造林又は育林に関する事業

（２）　森林、林業、その他緑化に関する啓発、普及事業

（３）　森林の取得及び管理に関する事業

（４）　その他前各号の公益目的事業を達成するために必要な事業

４　所管官庁に関する事項

岐 阜 県  林 政 部  治 山 課

５　社員の状況 (平成２８年３月３１日現在)

口数 千円
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森林組合

0

愛知県

1 0

24

県内市町村 9

名古屋市

三重県

公社は、岐阜県内の木曽三川の水源地域において、造林、育林、森林の取得及びそ

の他の森林整備に関する事業を推進して、水源の涵養、国土の保全、自然環境の保全

等森林の有する多面的機能の持続的発揮を図りつつ地球環境の保全に資するととも

に、産業の発展及び住民の安全で豊かな生活に寄与することを目的とする。

4,000岐阜県

1 0

854

平成２７年度事業報告

昭和44年1月23日

種類 当期末社員数 前期末比増減

1



６　事務所所在地

美濃市生櫛１６１２番地２

岐阜県中濃総合庁舎　５階

７　役員に関する事項 (平成２８年３月３１日現在)

８　職員に関する事項 (平成２８年３月３１日現在)

（１）　プロパー職員

（２）　県派遣職員

うち、２名（事務局長、事務局次長）は、岐阜県森林公社と兼務

（３）　再雇用職員

（４）　非常勤職員

前 田 徹 〃

前期末比増減

愛 知 県 森 林 保 全 課
森 と 緑 づ く り 推 進 室 長

岐 阜 県 会 計 管 理 者

〃 城 本 曉

〃

〃 〃

〃会 計 監 査 人 監査法人アンビシャス

監 事

〃

理 事

〃 高 橋 常 昭

竹 内 和 敏

非 常 勤

役 名

常 勤

三重県地域連携部副部長

瀬 上 繁 隆

愛 知 県 農 林 水 産 部 技 監

岐 阜 県 林 政 部 長

〃

常勤･非常勤の別 職　　　　　　　　　　　　名

理 事 長

氏 名

〃 原 義 晶 〃

〃

〃

志 村 隆 雄 〃

富 田 和 弘

〃 内 木 彦 治 〃

〃 石 田 五 秀

飛 騨 高 山 森 林 組 合 長

中 津 川 市 森 林 組 合 長

郡 上 森 林 組 合 長

名古屋市総務局企画部長

揖 斐 郡 森 林 組 合 長

馬 渕 幸 男 〃

嘱　託　員　数

1名

職　　　員　　　数

3名

職　　　員　　　数

3名

職　　　員　　　数

4名

0名 44歳 4ヶ月

平均勤続年数

1ヶ月20年

平均年齢

－

－

－

前期末比増減

前期末比増減

前期末比増減

2名

0名

平均勤続年数平均年齢

平均年齢

平均年齢

－

－

－

－

－

－

平均勤続年数

平均勤続年数

－

－

業務管理指導員 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

0名

－

1名 0名 － － － －



Ⅱ  事  業　の　状　況

 １ 　事業の実施状況

(1)　共同水源林造成事業　（森林整備事業）

①　事業の実施一覧 (単位　事業量:ｈａ,ｍ,事業費：円)

区分

事業名

　清流の国ぎふ森林環境税により実施した事業 (単位　事業量:ｈａ,事業費：円)

作業路災害復旧

事業量 事業費

(ha)

7,548,859計 107,562,784

228,264雑 費

115,111,643

保
　
育
　
保
　
護
　
事
　
業

(m)

(m)

獣 害 防 除 (ha) 1,377,000

153,000

16,500

1,377,00024.38

17

16,020

17

0.00

244,284

00

24.38

151.49

5,807

1.56 266,760

4,934

132.89

事業費

85.66

18.60

38,007,400

266,7601.56

事業費

0(ha)保 育 間 伐

16,456,5202,021,76014,434,760

1,294,826

保育作業路開設

39,302,226

3,738,893 53,823,453

　平成２７年度は、７年目を迎える第５期共同水源林造成計画に基づき事業を実施した。

事業の実施に際しては、平成２３年度に策定した経営改善計画に定める森林整備区分及び

整備目標に留意しつつ、平成２７年度までに森林経営計画を５４団地、２,６０５ha（うち共同計

画２８団地）作成し、森林環境保全直接支援制度や清流の国ぎふ森林環境税等の補助制度

を活用して水源林の適正な整備を実施した。

２５年生以下あるいは胸高直径１８ｃｍ未満の森林では、生育状況に応じて保育間伐を主体

に事業を実施した。一方、生育が良好な森林では利用間伐に取り組み、５，３４５立方メートル

を搬出・販売した。

利用間伐の実施に必要な作業路の整備についても補助制度を活用し ５，８０７ｍ、の整備

を行った。

また、森林の有する公益的機能の維持、発揮を目的とした長伐期施業を導入するため、分

収造林契約の期間延長を行った。

　さらに、平成２７年度から、より一層経営改善を図るため分収割合の変更に取り組んだ。

事業量

1.76

公社有林造林事業 計分収造林事業

(ha)

利 用 間 伐
胸 高 直 径 22cm 未 満

利 用 間 伐
胸 高 直 径 22cm 以 上 83.90

事業量

873

0

0.00

事業費事業量

50,084,560(ha)

3,488,400

153,000

3,011,040 2,000 477,360 18,500作 業 路 補 修

(m)

195.04 39,392,618

備　　　　　　　　　考

事業費は面積×ha当たりの予算単価により計上

事　　業　　名

保  育  間  伐



②　素 材 生 産 販 売 事 業

前年度販売分　517.789㎥　を含む

運搬販売費用 (Ｂ) 運搬・販売・作業路補修等の経費

利用間伐・作業路開設費用 (Ｃ) 選木・伐倒（造材・搬出）・作業路開設の経費

補　助　金 (Ｄ) 利用間伐事業の補助額

分　収　対　象　額 Ａ - ( Ｂ + Ｃ - Ｄ) 分収契約の公社分 円

③　長伐期施業への変更契約

④　分収割合の変更契約

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

(2)　公益森林管理事業　（公益森林管理事業）

 (単位:円)

郡上市大和町内ヶ谷 Ｈ２７．８．１に実施

808 件 605 件

2,998.35 ha 1,940.15 ha

進捗率

49% 36% 

30% 19% 0 ha

前期末までに同意を得た
件数・面積　(うち契約済数）

当年度に同意を得た
件数・面積　(うち契約済数）

808 件 605 件

2,998.35 ha 1,940.15 ha

0 件

0.00 ha

1,072 件

6,934.85 ha

103 件

371.95 ha

1,175 件

7,306.80 ha

進捗率

71 % 

73 % 

当期末までに同意を得た
件数・面積　(うち契約済数）

247.70

揖斐川町、下呂市、高山市

247.70

消 費 税 3,449,983

備　　　　　　　　　考

889.308

事業量 事業費

　 河川の上流域で森林を整備し水源の涵養をはじめとする森林の有する公益的機能の持

続的発揮を図る当公社の目的を広く普及・啓発するため、郡上市大和町の公社有林におい

て、三県一市の後援のもと愛知県、三重県、岐阜県及び名古屋市に在住の小学生とその保

護者２０組５１名の参加を得て｢水源林見学会｣を開催し、自然観察や間伐の体験を通して水

源林についての理解を深めた。

 　また、岐阜県主催の｢森と木とのふれあいフェア｣｢ぎふ山の日フェスタ｣、名古屋市上下水

道局主催の｢なごや水フェスタ｣｢上下流交流イベント・エコ市｣に出展、参加して、公社事業を

紹介するパネル等の展示や丸太切り体験などを実施した。

計

販
売
実
績

ス ギ

877.415

789.090

1,299,326

前期末までに変更した
件数・面積

0 件

事　　業　　名

カ ラ マ ツ

1,299,326

2,311,916

10,166,887

高山市

揖斐川町、中津川市、下呂市、高山市

124,978,794

109,772,791

23,016,210

6,773,603

46,574,910

8,352,697

水　源　林　見　学　会

金額   (円）材積  (㎥)

当年中に変更した
件数・面積

ヒ ノ キ

当期末までに変更した
件数・面積

8,534,155

　　　計 　(Ａ) 5,863.105

パ ル プ 3307.292

区 分 面積  (ｈａ)樹     種

生
産
販
売
経
費

17,650,282

備　　　　　　　　　　考

揖斐川町、下呂市、高山市



２　経営改善の実施状況

 ３　重要な契約に関する事項

(１)　（株）日本政策金融公庫借入金

① 契約の種類

長期借入金契約

② 契約の内容

元利均等10年償還

元利均等15年償還

元利均等20年償還

③　借入時期

④　借入額

内訳

(２)　市中金融機関借入金

平成２７年度該当なし

H82.9.204,200

計

760

6,100

0.00% H57.9.20

H77.9.20 35年

元利均等10年償還

元利均等20年償還0.20%

元利均等15年償還

760 0.20%

平成28年3月23日

借入額 年利率

6,100,000円

0.20%

据置期間

20年

据置期間借入額 年利率

(単位：千円)

(単位：千円)

H27-11-201

H27-11-200

H27-11-199

林業基盤整備資金

　 平成２３年度に策定した経営改善計画（アクションプラン）に基づき、４１項目のうち達成済

み２０件、実施中２１件の進捗状況となっており、平成２７年度は、分収交付金の算出方法の

検討等を達成し、未着手の施業プランナーの育成等はなくなりました。主な項目は次のとお

り経営改善に努めています。

（１）　公益社団法人への移行

　　　平成２４年１１月９日付けで公益社団法人への移行認定申請を行い、平成２５年３月

　 ２１日に認定を受け、平成２５年４月１日公益社団法人へ移行した。

（２）　管理費の縮減

　　　退職者を補充せず再雇用等によりプロパー職員を平成２７年度には３名まで縮減した。

（３）　分収割合の見直し

　　　木材価格の低下を踏まえ経営の健全化を図るため、平成２７年度よりすべての契約

　 についてさらなる分収割合の変更を行っている。

（４）　事業費の削減

　　　平成２６年度より、　｢清流の国ぎふ森林・環境税｣　の事業により保育間伐　（補助率

　 １００％）を実施した。

（５）　オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ制度）の導入

　　  間伐による森林吸収量を認証する｢間伐促進プロジェクト｣によるクレジットの販売に取

　 り組み今年度は３６ｔ－ＣＯ２を売上げた。

貸付決定番号

4,200〃 0.20%

1,140 0.00% 20年

35年

35年

備考償還期限 償還期間

借　入　資　金　別

森林整備活性化資金

償　還　期　間

森林整備活性化資金3/5

林業基盤整備資金補助2/5

林業基盤整備資金非補助35年

1,140



(３)　社員借入金

① 契約の種類

長期借入金契約

②　契約の内容

２０年以内に一括

元金１０年利息２０年以内

元金１０年利息２０年以内

③　借入時期及び借入額

 (単位:千円)

合　　計

計

407,563

25,473

三　重　県 25,473

203,781

152,836

名古屋市

岐　阜　県

愛　知　県

平成28年2月29日 1,275

20,383

平成27年8月31日 132,457

平成27年8月31日

計 264,914

1,275

平成27年8月31日

99,343

平成27年8月31日 16,557

16,557

平成27年6月22日 61,134

平成27年6月30日

122,266

45,850

計

7,641

7,641

岐　阜　県

愛　知　県

0.30%

４０年

金　　　額時　　　　　期

４０年名古屋市

三　重　県

区　　分

平成27年6月30日

(所要額)×６.２５％

(所要額)×３７.５０％ 0.30%

(所要額)×６.２５％ 0.30%

平成27年6月30日

(所要額)×５０.００％ 0.30%

借    入    額 年利率借　入　先 据置期間

借 入 先

岐　阜　県

愛　知　県

愛　知　県

三　重　県

償    還    期    間

10,190

三　重　県

名古屋市

元金２ｹ年利息１０年後の年度に一括４０年

４０年

7,643

岐　阜　県

愛　知　県

三　重　県

名古屋市

名古屋市

岐　阜　県

計

第 ３ 回

平成28年2月29日

平成28年2月29日

平成28年2月29日

第 １ 回

第 ２ 回



 ４　役員会等に関する事項

 (１)　総　　会

提出議案

第１号議案 役員の選任について

第２号議案 公益社団法人木曽三川水源造成公社役員報酬等規程の改正について

決議事項

第１号議案～第２号議案は、いずれも原案どおり決議があったものとみなされた。

第３回定時社員総会

提出議案

第１号議案 平成２６年度事業報告及び収支決算について

第２号議案 役員の選任について

決議事項

第１号議案～第２号議案は、いずれも原案どおり承認可決された。

報告事項 平成２７年度事業計画について

平成２７年度収支予算について

平成２７年度社員借入金の社員別金額及び借入時期について

平成２７年度借入金の最高限度額について

 (２)　理事会

提出議案

第１号議案 第３回定時社員総会に付議すべき議案の決定について

（１） 平成２６年度事業報告及び収支決算について

（２） 役員の選任について

第２号議案 第３回定時社員総会の開催日時及び場所の決定につ

いて

第３号議案 社員総会に出席しない社員の議決権の行使について

第４号議案 役員の選任に伴う承認について

決議事項

提出議案のいずれも原案どおりに承認可決された。

報告事項 （１） 理事長の職務執行状況の報告について

（２） 経営改善計画実施報告書について

（３） 分収造林契約地の｢分収割合変更｣について

提出議案

第１号議案 理事長の選定について

決議事項

第１号議案は、原案どおり承認可決された。

社員総数

回　数

本人出席数

第１回

第２回

(854)

24

開催場所

５　人

代理出席数

社員の
意思表示状況

H27.6.29

(28)

種別

社員の
出席状況

11

(854)

24

(100.0%)

提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項出席理事数開催年月日

H27.5.29 ８　人

(202)

出席者数 出席率

平成27年6月29日 みの観光ホテル

(　　　)は
議決件数

委任状提出

10 3 100.0%

(624)

開催年月日

本人出席数

種別 開催年月日決議の省略による社員総会

社員総数

24 24

(854) (854)

24

(854)

同意者率

100.0%

(100.0%)

平成27年4月1日

(　　　)は
議決件数

同意者数



提出議案

第１号議案 平成２７年度事業計画の変更及び収支予算の補正につ

いて

第２号議案 平成２８年度事業計画及び収支予算について

第３号議案 平成２８年度借入金の最高限度額について

第４号議案 平成２８年度社員借入金の社員別金額及び借入時期に

ついて

第５号議案 決議の省略による社員総会の開催について

第６号議案 決議の省略による社員総会に付議すべき議案の決定に

ついて

（１） 役員の選任候補者について

決議事項

提出議案のいずれも原案どおりに承認可決された

報告事項 （１） 分収造林契約地の｢分収割合変更｣について

（２） 理事長の職務執行状況の報告について

 (３)　連絡会議

提出議案

（１）　第３回定時社員総会に付議すべき議案の決定について

(ア) 平成２６年度事業報告及び収支決算について

(イ) 役員の選任について

（２）　平成２７年度第１回理事会への提出議案について

(ア) 第３回定時社員総会の開催日時及び場所の決定について

(イ) 社員総会に出席しない社員の議決権の行使について

(ウ) 役員の選任に伴う承認について

決議事項

理事会への報告事項

（１） 経営改善計画実施報告書について

（２） 分収造林契約地の｢分収割合変更｣について

第１回 H27.5.25

第３回 H28.3.24

出席委員数

開催年月日

　提出議案のいずれも原案どおりに承認可決され第１回理事会に送付
された

開催年月日

７　人

回　数

６  人

提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項出席理事数

回　数 提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項

  



提出議案

代理 １　平成２７年度第２回理事会への提出議案について

（１） 平成２７年度事業計画の変更及び収支予算の補正等について

（２） 平成２８年度事業計画及び収支予算について

（３） 平成２８年度借入金の最高限度額について

（４） 平成２８年度社員借入金の社員別金額及び借入時期について

（５） 決議の省略による社員総会の開催について

（６） 決議の省略による社員総会に付議すべき議案の決定について

① 役員の選任候補者について

決議事項

理事会への報告事項

（１） 分収造林契約地の｢分収割合変更｣について

（２） 理事長の職務執行状況の報告について

 (４)　監事会

 ５　収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位:百万円)

注：単位以下を四捨五入したので差し引きが合わないことがある

実 施 年 月 日 監 査 の 範 囲

543

　特に指摘事項なし

２６年３月期 ２８年３月期

4

２７年３月期

562703

２４年３月期 ２５年３月期

前 期 繰 越 収 支 差 額 1613

監 査 講 評監　　　　　事　　　　　名

回　数

３　人

開催年月日 出席委員数

25

事 業 年 度

　提出議案のいずれも原案どおりに承認可決され第３回理事会に送付
された

26

平成２６年度
　業務執行状況

　　及び同会計処理

564

△ 22 

当 期 支 出 合 計

当 期 収 入 合 計 639 584

当 期 収 支 差 額

651 572

△ 12 19

691586

1212

44,281 44,499

3516

正 味 財 産 16,015 16,097

26次 期 繰 越 収 支 差 額 13

負 債 合 計 28,016 28,184

提　　出　　議　　案　　及　　び　　議　　決　　事　　項

岐阜県

愛知県

志村隆雄

45,006

28,490

44,715

4

資 産 合 計 44,031

16,333

28,673

16,225

28,350

16,149

前田　 徹

H28.3.4 ３  人

H27.5.22

第２回



Ⅲ  法  人  の  課  題

１　経営に関する課題

２　共同水源林造成に関する課題

（１）長伐期施業への契約更改

（２）作業路の計画的な整備

（３）集約施業の推進

３　公益法人制度改革に関する課題

４　分収林契約者情報に関する課題

　 公社は、木曽三川上流域の水源地域において分収造林事業を計画的に推進し、森

林が持つ多面的機能を高度に発揮する活力ある水源林を造成するとともに、山村地域

の雇用の創出等、地域振興に重要な役割を果たしてきた。

しかし、分収造林事業は、補助金と借入金で森林を整備し、その森林の伐採収益で債

務を返済する仕組みであるため、昭和５５年以降の木材価格の低迷や労務単価の高騰

は経営環境を大変厳しいものとしている。

   一方、公社が造成し管理している森林は、水源地域における森林の公益的機能の発

揮の要請に応えている貴重な社会的資産であり、公社の果たすべき債務を確実に履行

し、将来へ健全な森林を引き継ぐことが求められている。

   このため、公社を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、管理費・事業費の縮減による「債

務の抑制」、生産コストの低減と積極的な利用間伐による「収益の確保」、並びに「分収

割合の変更」を経営改善の大きな課題としてとらえ、長期収支の改善に向け平成２４年

３月に策定した経営改善計画の取組を強力に進める必要がある。

森林施業の集約化が進められている中、分収造林地においても効率的な事業の実施
を進めるため、周囲の個人有林との集約化を図っていく必要がある。

利用間伐の推進や効率的な森林施業に必要不可欠な作業路について、計画的な整
備が必要である。

森林の有する公益的機能の維持増進を図るためには、土地所有者の理解を得たうえ
で分収造林契約を長期間の契約へと変更することが必要である。

　 分収林契約の中には、相続や贈与等により契約者や契約者の所在が変更することが
あるため、契約者情報の的確な把握が必要である。

　 公益社団法人への移行を契機として、公社事業の公益性と水源林整備の重要性につ
いて広く流域住民に普及啓発することが必要である。


